
８月, 19隻

９月, 9隻５月, 7隻

６月, 7隻

７月, 6隻

１０月, 5隻

１２月, 1隻

海の安全情報スマートフォン用サイト →
（こちらから登録して下さい）

海の安全情報メール配信サービス →

（空メールを送信して登録して下さい）
LINK

平成28年度安全対策推進ネットワーク通信第１３号

● 操縦には免許が必要！
▶「有効な海技免状（特殊小型船舶操縦士）」が必要！
免許を所有していない人は操縦してはいけません！

●危険な操縦をしない！
▶遊泳者、ダイバーの近くを航走するなど、「危険な操縦」の禁止！
▶他の船舶、遊泳者等に注意し、「常時適切な見張り」と「安全な速力」を！

●ライフジャケットは常時着用！
▶同乗者も含めて乗船者は必ず着用のこと！

重
点
注
意
事
項

【事例】
水上オートバイ(２名

乗り)で遊走中、前から
来た仲間の水上オートバ
イの航走波を避けようと
しハンドルを切ったとこ
ろ養殖筏に衝突、同乗者
は投げ出され筏にぶつか
り左足を負傷したもの。

＜四管区における水上オートバイ事故隻数(過去5年)＞

事故原因

８月は、１９隻(３５％)
発生！

操船不適切, 

6隻

見張り不十分, 

4隻

船体機器整備不良, 

5隻

他船の過失, 

2隻

その他, 

2隻

事故にあった水上オートバイ

船底を損傷

http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html
http://www7.kaiho.mlit.go.jp/micsmail/reg/touroku.html

